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●
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
う
事
業
の
変
更
に
関
連
し
、
地

域
自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て
質

疑
が
あ
り
、
関
係
団
体
か
ら
10
人

か
ら
15
人
ほ
ど
委
員
と
し
て
入
っ

て
も
ら
い
、
地
域
の
障
害
福
祉
に

つ
い
て
協
議
し
て
い
く
。
ま
た
、

雇
用
の
拡
大
に
努
め
て
い
き
た

い
、
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

●
能
代
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
管

理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
6
月

か
ら
7
月
こ
ろ
に
公
募
を
開
始
、

12
月
定
例
会
に
議
案
を
上
程
す
る

予
定
。
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
緑
町

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
一
体
管
理
が
望

ま
し
い
。
他
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
等
も
同
じ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

で
指
定
に
向
け
作
業
を
進
め
る
。

　

ま
た
、
指
定
に
当
た
っ
て
は
慎

重
に
と
の
要
望
に
、
そ
の
よ
う
に

対
処
し
た
い
、
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

●
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
利
用

者
の
推
移
と
見
通
し
に
つ
い
て
質

疑
が
あ
り
、
1
日
平
均
利
用
人
数

は
各
施
設
と
も
前
年
度
と
比
較
し

て
横
ば
い
、
ま
た
は
減
少
し
て
い

る
。
今
後
も
、
小
規
模
多
機
能
居

宅
介
護
施
設
も
設
置
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
利
用
者
増
は
期
待
で
き
な

い
。
ま
た
、
予
防
事
業
重
点
の
施

策
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か

ら
、
元
気
な
高
齢
者
が
ふ
え
、
利

用
者
は
減
る
こ
と
か
ら
予
防
事
業

を
徹
底
し
て
い
き
た
い
、
と
の
答

弁
が
あ
っ
た
。

●
19
年
度
の
国
保
会
計
の
見
通
し

に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
国
保
税

の
大
幅
な
落
ち
込
み
や
医
療
費
の

急
激
な
か
か
り
増
し
が
な
く
、

国
、
県
の
交
付
金
が
例
年
ど
お
り

で
あ
れ
ば
、
能
代
地
域
、
二
ツ
井

地
域
と
も
税
率
を
引
き
上
げ
な
く

て
も
維
持
で
き
る
と
見
込
ん
で
い

る
。
20
年
度
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
よ
り
75
歳
以
上
の
人
が
国

保
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
に
な
り
、

見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
能
代
地

域
と
二
ツ
井
地
域
で
は
20
年
度
ま

で
不
均
一
課
税
と
な
っ
て
い
る

が
、
今
後
、
賦
課
方
式
や
不
均
一

課
税
の
あ
り
方
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

●
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
・
つ
ど
い
の
広
場
事
業
に
つ

い
て
、
委
託
先
や
利
用
者
の
安
全

対
策
、
事
故
等
の
責
任
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、
委
託
先
は
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
1
団
体
を

決
定
。
実
施
場
所
は
壁
で
仕
切
ら

れ
て
お
り
安
全
は
確
保
で
き
る
。

事
故
等
に
備
え
補
償
保
険
に
加
入

し
て
も
ら
う
が
、
最
終
的
な
責
任

は
市
が
負
う
、
と
の
答
弁
が
あ
っ

た
。

　

  　
　
　
　
　
　
　
　

︵
菊
地
︶

●
住
吉
町
住
宅
建
替
基
本
計
画
及

び
民
活
調
査
費

　

民
活
導
入
可
能
性
調
査
の
事
業

方
式
に
つ
い
て
、
P
F
I
︵
民
間

の
資
金
、
技
術
等
の
能
力
を
公
共

施
設
の
整
備
に
活
用
す
る
手
法
︶

も
視
野
に
い
れ
た
民
活
導
入
を
考

え
て
い
る
の
か
、
と
の
質
疑
が
あ

り
、
建
築
か
ら
管
理
運
営
面
の
ど

の
範
囲
ま
で
民
活
導
入
の
可
能
性

が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
調
査
検
討

す
る
も
の
で
あ
り
、
公
営
住
宅
の

整
備
を
進
め
る
に
当
た
り
努
力
義

務
と
し
て
、
民
間
事
業
者
の
能
力

活
用
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
、

と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
中
心
市
街
地
活
性
化
の

た
め
、
点
在
し
て
い
る
土
地
を
活

用
し
、
目
標
戸
数
１
５
０
戸
を
無

理
な
く
分
散
す
る
考
え
や
、
早
期

建
て
か
え
は
で
き
な
い
か
、
と
の

質
疑
が
あ
り
、
基
本
的
に
住
吉
町

は
土
地
利
用
の
高
度
化
を
図
る
地

域
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
地

に
１
５
０
戸
程
度
の
建
設
を
目
標

に
し
て
い
る
。
公
営
住
宅
の
法
定

建
て
か
え
事
業
の
施
行
に
当
た
っ

て
は
、
市
街
地
区
域
等
の
一
団
の

土
地
に
集
団
的
に
建
設
す
る
な
ど

の
補
助
要
件
が
あ
る
。
財
源
と
し

て
予
定
し
て
い
る
地
域
住
宅
交
付

金
の
事
業
期
間
は
5
年
以
内
と
定

め
ら
れ
て
い
る
が
、
住
ん
で
い
る

方
の
住
み
か
え
等
を
考
慮
す
る
と

5
年
で
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
の
で
、
期
間
は
10
年
以
内
を
見

込
ん
で
い
る
、と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

●
浄
化
槽
整
備
事
業

　

旧
能
代
市
で
行
っ
て
い
る
個
人

設
置
型
と
旧
二
ツ
井
町
で
行
っ
て

い
る
市
町
村
設
置
型
の
今
後
の
進

め
方
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
旧

能
代
市
の
公
共
下
水
道
計
画
の
区

域
内
で
は
、
個
人
設
置
型
と
し
て

い
る
。
同
計
画
の
区
域
外
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
農
業
集
落
排
水
事

業
と
浄
化
槽
整
備
事
業
の
選
択
肢

が
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
結
論
は

出
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
浄
化
槽

整
備
事
業
の
整
備
手
法
の
統
一
に

つ
い
て
は
、
個
人
設
置
型
と
市
町

村
設
置
型
の
個
人
負
担
分
に
違
い

が
あ
る
の
で
、
今
後
の
方
向
性
を

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
る
。
21
年
度
ま
で
に
は
、
生

活
排
水
処
理
構
想
を
見
直
し
た
い

考
え
で
あ
り
、
二
ツ
井
地
域
協
議

会
と
協
議
し
、
理
解
を
得
な
が
ら

進
め
て
い
き
た
い
、
と
の
答
弁
が

あ
っ
た
。
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